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第２回定例会議事日程（第５号） 

 

第 １ 議案第２８号 専決処分の承認を求めることについて 

第 ２ 議案第２９号 専決処分の承認を求めることについて 

第 ３ 議案第３０号 専決処分の承認を求めることについて 

第 ４ 議案第３１号 専決処分の承認を求めることについて 

第 ５ 議案第３２号 いちき串木野市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

第 ６ 議案第３３号 いちき串木野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ７ 議案第３４号 海瀬橋上部工工事請負変更契約の締結について 

第 ８ 議案第３５号 いちき串木野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ９ 議案第３６号 いちき串木野市産業開発促進条例の一部を改正する条例の制定について 

第１０ 予算議案第３号 平成２７年度いちき串木野市一般会計補正予算（第２号） 

第１１ 介特予算議案第２号 平成２７年度いちき串木野市介護保険特別会計補正予算（第１号) 

第１２ 国宿特予算議案第２号 平成２７年度いちき串木野市国民宿舎特別会計補正予算（第１ 

               号） 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第５号（６月２３日）（火曜） 

 

 出席議員  １８名 

     １番  松 崎 幹 夫 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ２番  田 中 和 矢 君      １１番  西別府   治 君 

     ３番  福 田 道 代 君      １２番  中 里 純 人 君 

     ４番  平 石 耕 二 君      １３番  竹之内   勉 君 

     ５番  西中間 義 德 君      １４番  寺 師 和 男 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １５番  原 口 政 敏 君 

     ７番  中 村 敏 彦 君      １６番  宇 都 耕 平 君 

     ８番  楮 山 四 夫 君      １７番  福 田 清 宏 君 

     ９番  東   育 代 君      １８番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員  なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  木 下 琢 治 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

補       佐  岡 田 錦 也 君   主       査  岩 下 敬 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市 長  田 畑 誠 一 君   市 来 支 所 長  下迫田 久 男 君 

副 市 長  石 田 信 一 君   消 防 長  原 薗 照 明 君 

教 育 長  有 村   孝 君   都 市 計 画 課 長  田 代 茂 穂 君 

総 務 課 長  中 屋 謙 治 君   生 活 環 境 課 長  住 廣 和 信 君 

政 策 課 長  田 中 和 幸 君   水 産 商 工 課 長  平 川 秀 孝 君 

財 政 課 長  満 薗 健士郎 君   税 務 課 長  中 村 昭一郎 君 

教 委 総 務 課 長  臼 井 喜 宣 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成27年６月23日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △日程第１～日程第12 

         議案第28号～国宿特予算議案第

２号一括上程 

○議長（下迫田良信君） まず、報告します。 

 去る６月16日及び17日に開催されました鹿児島県

市議会議長会臨時総会及び第91回全国市議会議長会

定期総会の出席報告について、その写しをお手元に

配付してあります。 

 それでは、日程第１、議案第28号から日程第12、

国宿特予算議案第２号までを一括して議題といたし

ます。 

 これより、質疑に入ります。 

 まず、議案第28号専決処分の承認を求めることに

ついて質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第29号専決処分の承認を求めることに

ついて質疑はありませんか。 

○３番（福田道代君） 議案第29号では、課税限度

額の引き上げによる影響ということで言われており

ますけれども、資料をいただいた中で、79万5,000

円が限度額の引き上げによる影響ということで言わ

れているんですけれども、この世帯数を教えていた

だきたいんですけれども。 

○税務課長（中村昭一郎君） 限度額引き上げに伴

います世帯数ですが、基礎課税に伴うものが40世帯、

後期高齢者支援金等に伴うものが19世帯、介護納付

金に伴うものが14世帯、合計73世帯となっておりま

す。 

○３番（福田道代君） この中で申しましたら、73

世帯が課税限度額引き上げによる影響があるという

ことと、軽減対象の見直しということで、対象額を

引き上げたことによる影響が116世帯で、金額とい

たしましたら220万円の減ということになるわけで

すけれども、これは比較いたしまして、市民の側と

したら、数でいったら見直しのほうの220万円とい

う形が市民にとっては優遇されるととってよろしい

のでしょうか。 

○税務課長（中村昭一郎君） 今、言われましたと

おり、増収が79万5,000円と。それから、新たな低

所得世帯にかかわる軽減を拡充したことで220万円

減収ということでありますので、やはり低所得者に

対する軽減のほうが拡充されたということであれば、

市民のためにはいいのではないかと考えております。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） ほかに質疑なしと認めま

す。 

 次に、議案第30号専決処分の承認を求めることに

ついて質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第31号専決処分の承認を求めることに

ついて質疑はありませんか。 

○16番（宇都耕平君） これは全員協議会でも説明

がありまして、市長及び副市長並びに担当課長のほ

うも真摯に謝っていただきましたけれども、まず、

やはり議事録として私は残しておきたいと。全員協

議会は話の場でございますので、我々議員としての

務めをこの場ではっきりさせていただきたいと思っ

ております。 

 議決を受けた議案に対して不備があったとの提案

理由でございます。具体的には何の不備があったの

か、内容を示してもらいたいと。全員協議会での説

明で単純なミス、日付のミスであったということで

ございました。30号、31号、合計で、皆様方の税金

を16億2,000万円から使うわけですよね。いや、26

億ですよね、申しわけないです。８億円と16億円で

すから、足し算をこれは私が間違えましたけど、こ

ういう大きなお金に対して、単純な日付の間違いで

ミスがありましたじゃ済まされないと私は感じる。

また、一般の人たちもそれを聞いてどういうことか

と言われるのが皆さんの声ではないかと思うのです
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けれども。どういう形でそういうふうになったのか、

内容を一応説明していただきたいと思います。 

○副市長（石田信一君） 宇都議員にお答えいたし

ます。 

 今回の議案第31号につきまして、第30号につきま

しても同じでございますが、全員協議会等でも御報

告申し上げましたけれども、12ページの議案書を見

ていただければ、記の第３、変更前の工期、「平成

26年12月25日」とすべきところを「平成26年９月30

日」と記載したことによる、誤った記載という形の

中で、今回、専決処分としてさせていただいたとこ

ろでございまして、全くこれは同じく変更後の工期

につきましても「12月25日」が「９月30日」という

ことで誤記しておりましたので、それにつきまして、

今回、専決処分をさせていただいたという内容でご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。 

○16番（宇都耕平君） 全く単純な日付のミスであ

ったと、ひとつそれで理解してくれと。私は全員協

議会でも言いましたけれども、我々はお互い執行と

議会は信頼関係で結ばれているということもはっき

り言いました。議会と執行の信頼関係も揺らぐ可能

性も出てくるわけですよね。そんな簡単に、ほかの

もじゃったろかいと疑うような考えも出てきます。

それとも、議会軽視なのかなと捉えたほうがいいの

かなと。それとも、執行の追認機関であると。県会

議員なんかも特にそういうふうに新聞の報道もされ

ております。 

 自分はせめて、是は是、非は非のチェック機能を

果たすという気持ちで議会には臨んでおります。そ

れが我々議員として選良で選ばれた人間の責任では

ないかと感じているわけです。執行と議会はつかず

離れず、車の両輪であるべきと我々は教わって今ま

で議会に上がってきております。そういう形でお互

い信頼関係を構築していく以上は、これからぴしゃ

っとした対応をすべきで、緊張感を持って行動して

いただきたいと思いますけれども、市長の見解を伺

います。 

○市長（田畑誠一君） 今回のミスにつきましては、

これは責任者である私の監督不行き届き、指導の至

らなさであります。全員協議会でもおわびをいたし

ましたが、本会議場で議員の皆様方に深くおわびを

申し上げます。今後、このようなことがないように

精進してまいりたいと思います。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） ほかに質疑なしと認めま

す。 

 次に、議案第32号いちき串木野市税条例等の一部

を改正する条例の制定について質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第33号いちき串木野市介護保険条例の

一部を改正する条例の制定について質疑はありませ

んか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第34号海瀬橋上部工工事請負変更契約

の締結について質疑はありませんか。 

○16番（宇都耕平君） これもどういうことなのか

なと提案理由を見て思うんですよね。提案理由には、

賃金等の増加分を変更すると。合計で240万円契約

の形です。どういう形で賃金の変更があったのか。

これも何か工期が延びたという形の説明があった記

憶があるんですけど、そういう形でその伸びた分の

賃金なのかなと私は推測するんですけど、内容的な

ことの説明をお願いします。 

○財政課長（満薗健士郎君） 今回につきましては、

変更の理由といたしまして、インフレによる物価上

昇に見合う工事請負費の契約の変更ということでご

ざいます。議案集にも掲げてございますように、議

案集の40ページでインフレ、物価等が急激に上昇し

た場合は契約を変更することができるということに

なっておりまして、それを用いてのことでございま

す。 

 今回は、国のほうの調査等で労務賃金等が上昇し

た関係で、今後、まだ残っております工事請負の額

につきまして、合計で430万円ほどの再算定をいた

しますと必要な額の上昇が見込まれるということで、

その分につきまして、発注者でございます市のほう

が240万円の工事の請負額の増額をしたということ
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でございます。工期については変更がございません。 

○16番（宇都耕平君） 詳細は我々の所管でござい

ますけれども、詳しく聞きたいと思っておりますけ

ど。 

 世の中、総体的に、私も65歳を越えておりまして、

年金受給者でございます。年金の目減りはあるし、

まして、それぞれの職人の賃金も下がっていると私

は世間で聞いております。それで世の中がアベノミ

クスで非常に景気がいいと。一部の形だけだと私は

感じます。地方は非常に疲弊しているわけですよ。 

 その中で何で、このような賃金の分のアップであ

るという形でございますけれども、私は、「はい、

そうですか。それならいちき串木野市はお金があり

ますから上げます」というようなことでなったのか、

その辺はどういうやりとりがあったかは内容を示し

ていただきたいと思います。でないと私は合点がい

きません。 

 世間のことを考えれば、いちき串木野市が一生懸

命頑張っているのはわかるんですよ。であれば、こ

うこうですから、これでひとつ頑張ってもらえない

だろうかというのが普通じゃないかと思うんです。

その話し合いの中で、契約がインフレ、デフレがあ

ったときにどうのこうのという契約がありますから

と盾にとられても、しかし話し合いというのがお互

い人と人との形であると思うんです。人間とのつき

合いもあるし、それぞれの形で交渉事ができるので

はないかと私は感じるわけです。だから言っている

わけです。 

 240万円ですよ。お金としては相当なお金である

かもしれませんけれども、しかし、総体の契約の金

額というのは大きいものがあるわけです。橋をつく

るというのは、これは技術的なこともあるけれども、

非常に我々としては見えない部分があるし、こひこ

ですからこひこでしてくれと、恐らく基準算定、算

出の方法はあると思うんですけれども、240万円ぐ

らいは工事会社としての形は目をつぶればできるよ

うな感じも受けるんですけど、その辺はどうなんで

すか。どのような交渉が行われてこういう形になっ

たのか、経緯を説明していただきたい。 

○財政課長（満薗健士郎君） この労務単価の上昇

につきましては、国が毎年10月に国、都道府県、政

令市等の発注をします公共工事に従事する建設労働

者の方、約16万人につきまして、賃金支払いの実態

の調査をいたします。これに基づきまして、上昇し

ているのであれば公共工事における労務単価を引き

上げるといったような措置が講じられるわけでござ

います。 

 それに基づきまして、今回の工事につきまして、

約3.7％の労務単価の上昇が見られるということが

ありまして、これについて受注者側から申し出があ

り、それに基づいて協議を行いまして、この金額を

確定したところでございます。 

 ちなみに、今回のスライド条項の適用といいます

のは、県事業でも適用されておりまして、近くでは

県道の整備事業で、現在工事中の県道の荒川太郎橋

の橋梁工事につきましても、県の事業としてこのス

ライド条項が適用されております。また、県内の25

の市、町でも同様に、労務単価賃金上昇につきまし

てはスライド条項を適用するといったような措置が

講じられているところでございます。 

○16番（宇都耕平君） 私は最後に、できたら交渉

内容、ひとつそひこ位は負けっもらはならんどかい

というような発言はこちらからされなかったものか。

毎年10月に労務単価の算定があって、そういう指示

があるから、はい、そうですか、それならそういう

ような形でしますというような形で行われたものか。

さきに言った、私は人と人とのつながりであると、

コーアツ工業の社長か専務に市来の出口さんちゅう

のがなったんですよね。であれば、そういう形でで

も、うちの職員もいたはずなんですけれども、そう

いうことで、やはりそれが仕事だと私は考えます。

皆さんの仕事は。我々もそれを監視、監督しながら

協力していく。そういう中でそういう話は出なかっ

たものか、ちょっと聞きたいです。 

 以上です。 

○財政課長（満薗健士郎君） このスライド条項に

かかわる金額の算定につきましては算式がございま

して、上昇した分の額の中、合計につきまして、受

注者側のほうも工事の残りの１％、今回でいきます

と190万円は、その物価上昇分については、受注者
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側のほうで負担をしてください。合計で430万円上

昇しておりますので、そのうち430万円から190万円

を受注者が負担した残りの240万円については市で

負担するといったようなことで、こういう式が示さ

れておりますので、それに従って、今回、変更契約

をいたしたところでございます。したがいまして、

受注者側のほうもそれなりの定められた負担をして

いるということでございます。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） ほかに質疑なしと認めま

す。 

 次に、議案第35号いちき串木野市手数料条例の一

部を改正する条例の制定について質疑はありません

か。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第36号いちき串木野市産業開発促進条

例の一部を改正する条例の制定について質疑はあり

ませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、予算議案第３号平成27年度いちき串木野市

一般会計補正予算（第２号）について質疑はありま

せんか。 

○10番（濵田 尚君） 予算書の10ページですけれ

ども、市来漁港の浚渫事業というところで、以前に

も浚渫をされたかと思うんですけれども、それから

どれくらいの経過がなされているのか。そして、今

回の工事の内容で、おおよそ機能を維持できる期間

はどれくらいなのかお伺いいたします。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 市来漁港の浚渫に

つきましては、これまで平成22年度に事業費330万

7,000円で1,080ｍ3を、平成25年度に事業費472万

5,000円で840ｍ3を浚渫しているところでございま

す。今回の事業料としましては、1,000万円で1,400

ｍ3を見込んでいることから、これまでの実績を踏

まえると４年程度はいいのではないかと考えており

ます。 

○10番（濵田 尚君） ４年ということであります

けれども、４年というのは本当にすぐ来ると思うん

ですよね。そういった中で、抜本的な流入を防ぐ対

策の検討が必要と思うんですけど、そこの検討はど

のような状況でしょうか。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 抜本的な対策とし

まして、維持・補修につきましては、国の補助で保

全計画を策定することにより、対象となる補助事業

があることから、今後、保全計画を策定しまして、

維持のための抜本的な事業の導入について検討して

まいりたいと考えております。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

○９番（東 育代君） 土木費の地域振興住宅整備

事業というのが今回示されたんですが、ちょっと２、

３聞きたいんですけれども。全員協議会で説明は受

けたんですが、まず３点ほどお聞きします。 

 新年度予算でなくて、今回、補正で出されたんで

すが、何か急を要したのかということが一つ。それ

から二つ目に、今回、要望を受けてと説明を受けた

んですが、今後、どのくらい拡大を予想されている

のかということ。それからもう一つが、今回は整備

事業費ということで出てるんですが、全体事業費と

いうようなのはどのくらいなのか、そこら辺をお聞

きします。 

○都市計画課長（田代茂穂君） まず一つ目の、当

初予算で上げないで今回の補正で上げたのかという

ことですけれども、昨年３月議会の一般質問であり

まして、その要望により、今回、本来であれば新年

度予算で上げるべきところでしたけれども、借り上

げ方式ということで検討する時間を要して、６月議

会の補正に上げたところです。 

 二問目の、これからどのように建築を考えている

のかということですけれども、設置につきましては、

今回、羽島に２戸を計画しているところです。 

 全体事業費としましては、羽島地区に２戸を計画

しておりますけれども、１棟当たり約1,050万円程

度を考えているところです。 

 今後の予定につきましては、市内小学校区で複式

学級を有する５地区のうち、地域内に賃貸住宅が不

足していること、16歳未満の子供がいる世帯の入居

が確実に見込まれること、住宅の建設用地が確保で



 
- 139 - 

きること、このようなことを満たす地域について具

体的に検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○９番（東 育代君） 地域内に賃貸住宅が不足し

ているということとか、いろいろ今回の事業を計画

されるに当たって説明を受けたんですけれども、か

なりの経費がかかるわけなんですが、空き家もかな

り増えておりますし、今、いろいろなところで空き

家バンクを活用してというようなこともあるのです

が、定住促進とかを図るのであれば、そういう空き

家をリフォームして安く貸すというような、賃貸に

向けて貸すという方法もあると思って。要望があれ

ば、こういう形で出るのかなということでお聞きし

たところですが、空き家の活用とか、そこら辺も一

応いろいろと総合的に判断をされて、どうしても新

築でないといけないというふうに決定をされたと理

解してよろしいんですよね。 

○都市計画課長（田代茂穂君） 民間空き家は個人

財産を扱うことになることから難しいと考えており

ます。１点の物件を扱うとなると、公平、平等とい

う観点からも問題があり、地域の実情を把握したま

ちづくり協議会で空き家活用を行っていただきたい

と一般質問でも回答しているところです。 

 以上です。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

○７番（中村敏彦君） 今の質問に関連で質問です

が、市長にお伺いしたいのですが、一般質問で取り

上げましたが、平成20年に住生活基本計画をつくっ

ております。私もそれを見てみましたが、正直に言

って、その基本計画の方針の中にはそういう住宅を

今後提供するようなことは一切書いてないんですよ

ね。むしろ、28団地のうちに用途廃止を９団地行い

たいという提案がなされておりますし、それ以外は

建てかえまたは補修で提供していくという内容にな

っているのですが、その整合性がどうもわかりにく

いというか。 

 確かに、地域からの要望があったというのは理解

します。しかも、２戸で2,100万円というのは割と

安くできるんだなとは思いますが、基本計画との整

合性は本当にどうなのかなと思っておりますので、

もし答弁があればいただきたいと思います。 

○副市長（石田信一君） 住宅施策の関係で、基本

計画との整合性はどうかということでございますけ

れども、これにつきましては、平成24年３月にいち

き串木野市公営住宅等の長寿命化計画を策定してお

ります。その中で、当時530戸の住宅を458戸という

活用方針を決めておりまして、その中で用途廃止、

お説のところですね、それが54戸、それから建てか

え、あるいは改善、維持・補修というのを計画して

いたわけでございます。 

 その中に、今回の住宅の建てかえでいきますと、

これは単独住宅ですね。公営住宅の中でも単独住宅

に当てはまりますけれども、これについての表記が

なかったのではないかということでございますけれ

ども、その当時も地域振興住宅ということはこの中

でもうたっております。その中で、今後、単独住宅

についても地域の方々の、一般質問等でも答えまし

たけれども、要望があり、そういうニーズがありま

して、地域にまず市営住宅の空き家がないこと、そ

して、要件としては16歳以下の子供がいるというこ

とを考えて検討を進めていくということも書いてご

ざいますので、そういった意味では一つの整合性は

とれていると考えているところでございます。 

○７番（中村敏彦君） 一応５地区を挙げられてお

りますが、今後の方向性として。その中で、今回、

羽島、荒川をとりあえず喫緊の課題としてたしか説

明がありましたが、ほかの３地区では市営住宅は空

き家が結構あるという説明でしたよね。そういうこ

とが今後予想されないんですか。新しくつくってい

ったのが新たに空き家としてできていくというか、

生まれていくというか。そのことはシミュレーショ

ンされたんでしょうか。 

○副市長（石田信一君） 新しく経費をかけた住宅

のほうが空き家になるのではないかと御心配のよう

でございますけれども、それにつきましては、基本

的には地域のニーズによりましては地域から16歳以

下の子供たちが一つの条件になっておりますけれど

も、その子供たちの退去後についてはどうするかと

いう御質問でございますけれども、それについては

地域のほうが住まわれた方のその後のことにつきま
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しても責任を持つと。お互いのそういう地域との一

つの協定を結びまして、そういった中で空き家にな

らないような活用といったものも今回、選定条件の

中に入っておりますので、そういった中で羽島につ

きましても２戸という形の限定をしまして、今回は

進めてきているところでございます。 

○７番（中村敏彦君） 先ほどの質問に関連です。 

 さきの一般質問の中で、空き家は921戸という答

弁がありました。羽島地区では何戸ぐらい空き家が

あるんでしょうか。それを答えていただきたいのと、

先ほど、まちづくり協議会に空き家の活用は委ねて

いるという説明がありました。であればあるほど、

この空き家をどう活かして、例えば公営住宅に活か

せないかとか、そういう議論の持っていき方はでき

なかったのかなと率直に思っております。繰り返し

ます。羽島の要望はあったということは認めた上で

の話でございます。 

○副市長（石田信一君） 羽島地区の空き家につい

ては手元に資料がございませんので、その他につい

て御答弁を申し上げますけれども、空き家について、

今後どのような形で、あるいは公営住宅と今申し上

げましたが、これはあくまでも市振興住宅、地域振

興住宅ということで、公営住宅法に基づかない住宅

をつくろうということでございます。それについて

は要件が、例えば収入がゼロでも入れる。そのかわ

り、要件としては16歳以下の子供がいらっしゃると

いう、そういう御家庭について適用しますので、法

の縛りをなくして、市単独住宅という中でつくって

いく。ただ、公営住宅については法の縛りがござい

ますので、なかなか収入基準等もございますから入

居できない。空き家があるところにつきましては、

市営住宅の空き家を活用していくというのは当然の

ことでございます。そういった中で、地域との協議

をしながら、公営住宅以外に地域振興住宅が５地区

において年次的につくっていくということではなく

て、地域との整合性がとれた段階で建設に着手する

ということになりますので、必ずしも土地は、当然、

市有地があることは条件でございます。そういった

中で、かなりの制約がございますので、潤沢に全て

進めていくということにはならないかと思います。

そういった中で、空き家の有効利用というのもこの

健全化計画にも入っておりますので、対策も講じて

いきたいと考えているところでございます。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

○14番（寺師和男君） 今の土木費の地域振興住宅

費ですけれども、これは４区画あるんですけど、４

区画のうちのどれなのか、坪数がわかっていたらお

願いします。 

○都市計画課長（田代茂穂君） １区画の面積が47

0.31ｍ2、約142坪に２戸を建てる計画です。場所的

には、派出所の南東側になります。７番という区画

なんですけれども。 

 以上です。 

○14番（寺師和男君） 今回、そうした住宅地をし

ていただくんですけど、あとは、個人が購買すると

なったら販売されるわけですかね。今後、四つの場

所は市がこうした形で住宅をつくっていくという考

えでいいんですか。と申しますのが、非常に今、四

つある中で、変形なところがあるんです。そこは購

買者も見ても非常にいい場所なんですけど、用途の

面積に合わないということであるんですけど、今後、

次につくるんだったら、その隣につくられる計画は

ありますか。 

○財政課長（満薗健士郎君） ここにつきましては

矢倉団地でございまして、現在、議員お説のように

４区画空いてございます。それで今回、地域振興住

宅を建てようとするのは駐在所の南東側になるんで

すが、ここが先ほど申し上げました470ｍ2でござい

ます。残りが３区画ございまして、れいめいふれあ

い公園のすぐ近くに２区画、それと、中の周回道路

を挟んで１区画、３区画残っているわけでございま

すが、これにつきましては開発公社が所管しており

まして、随時、公募をかけたり、販売促進にかかっ

ていたりしているところでございます。そして、先

日の全員協議会でも申し上げましたように、販売価

格につきまして値下げなどをして、民間の方々への

売買を進めることとしております。 

 それで、最近ですけれども、この区画の一部につ

いて引き合いもあったりしているところでございま

すので、ここに引き続いて地域振興住宅ということ
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ではなくて、残り３区画についてはやはり分譲を進

めていきたいと考えているところでございます。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

○12番（中里純人君） ５地区を対象にして児童生

徒を確保するためにこの住宅を建設されるというこ

とでございますが、説明では16歳以下を地域で見込

める方がいらっしゃったら住宅を建設すると。16歳

になられたら出ていっていただいて、新しい方を入

居してもらうということでございます。この児童生

徒の確保という観点からいきますと、学校再編とい

う問題が今後出てくるわけでございますが、この16

歳以下の方にわざわざ複式学級のある校区に来てい

ただいて、その方々は16歳になると出ていってもら

うということでございますが、それまでは招聘した

地域、学校というのは存続されるのが担保されるの

か。それとも、ただ住宅政策ということだけで行わ

れるのか、学校再編との関係から伺います。 

○副市長（石田信一君） 中里議員にお答えいたし

ます。 

 学校再編との関係はどうかということでございま

すけれども、これにつきましては、地域振興住宅に

ついては地域の要望に基づいて行うということでご

ざいますが、当然、学校規模適正化検討委員会とい

うのもございます。そういった中でも今後論議され

ていくものでございます。 

 ただし、これは一般の公営住宅と違いまして、地

域振興住宅でございます。そういった中で、用途に

ついても市単独住宅でございますから、さまざまな

多様性があると思いますので、地域のニーズに応じ

て可変できると考えております。公営住宅につきま

しては、収入基準があったり、さまざまな制約もご

ざいますけれども、市の単独住宅としてこれを10戸、

20戸という形で増えていくものではございませんし、

地域のニーズにおいた中で可変していくべきもので

あります。その中で、今回は地域振興として５地区

の要望に応じて検討すべきものと考えているところ

でございます。(｢用地費だけだよ。これは委員会で

も聞けないんだよ。」と言う声あり） 

○議長（下迫田良信君） 事業内容を聞かないと全

体が把握されませんから、発言を続けてください。

いいですか。 

 ほかにありませんか。 

○16番（宇都耕平君） 明細の９ページの中で、五

番目の財産管理費で、私がきのう一般質問があった

ものですから、今回のふるさと納税について聞きま

す。 

 今回は2,000万円という形で、今までの実績が約

二百四十何万、250万円ぐらいですよね。今回は張

り切って、これは意欲があっていいことだと私は思

って、市長もそういう形で今回は頑張るということ

でしたので、2,000万円の積算根拠をひとつ、内容

を示していただきたいと思います。 

○財政課長（満薗健士郎君） この2,000万円の根

拠につきましては、議員お説のように、私どもも市

を上げて、あるいは庁内を上げての取り組みをした

いということで、目標として2,000万円という数字

を挙げたところでございまして、これを目指してや

りたいということで、積み上げてこれを何件という

ことまではいたしておりません。それで、この2,00

0万円を目標にいろいろな返礼品とかインターネッ

ト、クレジット決裁の準備とかをやりまして、それ

で進んでいきまして、あわよくば目標2,000万円を

超えるような動きにしたいと思っているところでご

ざいます。 

○16番（宇都耕平君） 非常に意欲的に、今、財政

課長も発言してくれました。ぜひ、そういう形で、

クレジットカード決裁がインターネット、いろいろ

な簡素化できる形で、まして今回は倍の形になりま

したから、ぜひ、いちき串木野市のＰＲにもなりま

すので、その件を勘案して努力していただきたいと

いうことを要望して質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

○生活環境課長（住廣和信君） 先ほど中村議員の

中で、空き家が市内で921世帯、そのうち羽島地区

における空き家はということで、うちで押さえてお

りますのが平成24年度の調査で127件あると思って

います。 

 以上です。 

○議長（下迫田良信君） 中村議員、そういうこと

です。 
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 ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） ほかに質疑なしと認めま

す。 

 次に、介特予算議案第２号平成27年度いちき串木

野市介護保険特別会計補正予算（第１号）について

質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、国宿特予算議案第２号平成27年度いちき串

木野市国民宿舎特別会計補正予算（第１号）につい

て質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認め、これで

質疑を終決いたします。 

 ただいま議題となっている議案については、お手

元に配付いたしました議案の委員会付託区分表のと

おり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたしま

す。 

 以上で、本日の日程は終了しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日はこれで散会をいた

します。 

         散会 午前10時46分 

 


